








 

 

議案第９７号 

 

中部広域市町村圏事務組合の規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、中部広域市町

村圏事務組合規約を次のとおり変更することについて、同法第２９０条の規定に基づき議

会の議決を求める。 

 

令和６年１２月２日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

中部広域市町村圏事務組合規約の一部を変更する規約 

 

 中部広域市町村圏事務組合規約（平成元年沖縄県指令総第９４６号許可）の一部を次の

ように変更する。 

 第１４条第２項中「理事長の属する市町村の会計管理者をもつて充てる」を「理事会の

補助機関である職員のうちから理事会が命ずる」に改める。 

附 則 

 この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

中部広域市町村圏事務組合の会計管理者について、地方自治法第１６８条に基づき、

同組合の職員のうちから命ずることとするのに伴い、同組合規約を変更するため、地方

自治法第２８６条第１項及び第２９０条の規定により、議会の議決を得る必要があり提

案する。 



 

－１－ 

議案第９８号 

 

宮城・伊計辺地に係る総合整備計画の変更について 

 

宮城・伊計辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、辺地に係る

公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８

号）第３条第８項において準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和６年１２月２日提出 

 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

道路整備事業の事業費の見直しにより、計画を変更する必要があり提案する。 



沖縄県うるま市宮城・伊計辺地 沖縄県うるま市宮城・伊計辺地

(辺地の人口 (辺地の人口

１　　辺地の概況 １　　辺地の概況

２　　公共施設の整備を必要とする事情 ２　　公共施設の整備を必要とする事情

３　　公共的施設の整備計画 ３　　公共的施設の整備計画

令和６年度から令和１０年度まで５年間 令和６年度から令和１０年度まで５年間

(単位：千円) (単位：千円)

区　分 区　分

施設名
事業主体名 特定財源 一般財源 施設名

事業主体名 特定財源 一般財源

道路 うるま市 180,901 0 180,901 道路 うるま市 198,408 0 198,408

農林漁業経営
近代化施設

〃 0 0 0

180,901 0 180,901 198,408 0 198,408

180,600 198,100

0

合計 180,600 合計 198,100

事 業 費
財  源  内  訳 一般財源のうち辺地

対策事業債の予定額 事 業 費
財  源  内  訳 一般財源のうち辺地

対策事業債の予定額

　（1）辺地を構成する町又は字の名称

　（2）地域の中心の位置

　（3）辺地度点数

　うるま市与那城上原・宮城・池味・伊計

　うるま市与那城宮城31番地

　176点

　（1）辺地を構成する町又は字の名称

　（2）地域の中心の位置

　（3）辺地度点数

　うるま市与那城上原・宮城・池味・伊計

　うるま市与那城宮城31番地

　176点

　　本辺地は、与勝半島から北東へ延びる海中道路・平安座島を経て、宮城島の一部集
　落と伊計島の集落からなる地域で、農水産業が主たる産業となっている。
　　これまで、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する
　法律の適用を受け、道路や農業基盤施設等が整備され、生活環境の向上を図ってきた
　ところであるが、島しょ地域という地理的制約等から、市街地に比べて生活環境や生
　産基盤等の整備は未だ十分とはいえない。
　　そのため、前計画に引き続き、今計画においても道路整備や生産基盤整備を年次的
　に推進していくことにより、住民の生活環境の向上と生産基盤の安定化を図っていく
　必要がある。

　　本辺地は、与勝半島から北東へ延びる海中道路・平安座島を経て、宮城島の一部集
　落と伊計島の集落からなる地域で、農水産業が主たる産業となっている。
　　これまで、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する
　法律の適用を受け、道路や農業基盤施設等が整備され、生活環境の向上を図ってきた
　ところであるが、島しょ地域という地理的制約等から、市街地に比べて生活環境や生
　産基盤等の整備は未だ十分とはいえない。
　　そのため、前計画に引き続き、今計画においても道路整備や生産基盤整備を年次的
　に推進していくことにより、住民の生活環境の向上と生産基盤の安定化を図っていく
　必要がある。

総 合 整 備 計 画 書 （ 新 旧 対 照 表 ）

旧（変更前） 新（変更後）

総　合　整　備　計　画　書 総　合　整　備　計　画　書

624人 面積5.65㎢） 626人 面積5.65㎢）

－
２
－



議案第９９号 

 

 

指定管理者の指定について（南原学童クラブ） 

 

 

指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

１ 施設の名称 南原学童クラブ 

 

２ 指定する団体 うるま市勝連南風原１１０９番地  

         一般社団法人リンクはえばる 

 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

令和６年１２月２日提出 

 

 

 

うるま市長 中村 正人 

 

 

提案理由 

 指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会

の議決を得る必要があり提案する。 

 

 

 

 

 



議案第１００号 

 

 

指定管理者の指定について（与那城学童クラブ） 

 

 

指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

１ 施設の名称 与那城学童クラブ 

 

２ 指定する団体 うるま市字喜屋武４６７番地１  

         一般社団法人ゆいゆい子どもサポート 

 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

令和６年１２月２日提出 

 

 

 

うるま市長 中村 正人 

 

 

提案理由 

 指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会

の議決を得る必要があり提案する。 

 

 

 

 

 



議案第１０１号 

 

 

   指定管理者の指定について（うるま市農水産業振興戦略拠点施設） 

 

 

 指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

１ 施設の名称   うるま市農水産業振興戦略拠点施設 

 

２ 指定する団体  株式会社ファーマーズ・フォレスト 

          沖縄県うるま市字田場１３０４番地１ １階 

 

３ 指定の期間   令和７年４月１日から令和１４年３月３１日まで 

 

 

  令和６年１２月２日提出 

 

 

                     うるま市長 中村 正人  

 

 

提案理由 

 指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会

の議決を得る必要があり提案する。 



 

議案第１０２号 

 

指定管理者の指定について（うるま市営住宅等） 

 

 指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求める。 

 

１ 施設の名称 金座団地（Ａ棟・Ｂ棟） 

         長田団地（Ａ棟・Ｂ棟） 

         豊原団地 

         塩屋団地（Ａ棟・Ｂ棟・Ｃ棟） 

         石川前原団地 

         新開地団地 

         赤崎団地（１号棟・２号棟） 

         東山団地（１号棟・２号棟・３号棟・４号棟・５号棟・６号棟・７号 

棟・８号棟・９号棟・１０号棟・１１号棟・１２号棟） 

         東山第２団地 

         平安座団地（１号棟・２号棟・３号棟） 

         伊計団地 

         与勝団地（Ａ棟・Ｂ棟） 

         安慶名団地（Ａ棟・Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟） 

         石川中央団地 

         石川中央店舗 

         安慶名店舗 

 

２ 指定する団体 沖縄県那覇市おもろまち四丁目１９番１６号 

         株式会社レキオス 

 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

令和６年１２月２日提出 

うるま市長 中村 正人   

 

提案理由 

指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の

議決を得る必要があり提案する。 







- 1 - 

 

議案第１０５号 

 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（うるま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 うるま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成１７年う

るま市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 

  第６条第１項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 

 （うるま市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正） 

第２条 うるま市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例（平成１７年うる

ま市条例第１６２号）の一部を次のように改正する。 

 

  第４条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 

 （うるま市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第３条 うるま市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年うるま市条例

第１号）の一部を次のように改正する。 

 

  附則第３条第５項及び第６項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 

 （うるま市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第４条 うるま市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和５年うるま市条例第

２号）の一部を次のように改正する。 

 

  第１８条第１項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 
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 （罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例

によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の

条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に

定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）第２条の規

定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑

法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のも

のに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以

下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は

旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、

当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期

拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例に

よることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条

例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用について

は、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処

せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた

者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

 

  令和６年１２月２日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整理等に関する法律の公布に伴い、関係条例を改正する必要があり提案

する。 

 

 



１ 
 

議案第１０６号 

 

   うるま市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 うるま市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年うるま市条例第４０号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第３条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 同一の業務又は関連する業務の目的で、２以上の手当を併給することはできない。

ただし、前条第９号及び第１４号の手当は、他の手当と併給することができる。 

 

 別表中 

「 

保育教諭等手当 日額 １５０円 うるま市立の認定こども園、保育

所又は幼稚園に勤務し教育及び保

育に従事する職員（津堅幼稚園勤

務手当を受給する職員を除く。） 

」を 

「 

保育教諭等手当 日額 １５０円 うるま市立の認定こども園、保育

所又は幼稚園に勤務し、教育及び

保育に従事する職員 

                  」に、 

 

「 

津堅幼稚園勤務手当 日額 ５００円 沖縄本島から津堅幼稚園に通勤し

勤務する幼稚園教諭 

」を 

「 

津堅島勤務手当 日額 ３５０円 沖縄本島から津堅島に通勤し、勤

務する職員 

」に 

改める。 

 



２ 
 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 令和６年１２月２日提出 

 

うるま市長 中村 正人 

 

提案理由 

市職員へ支給する特殊勤務手当の支給対象を広げるため、当該条例を改正する必要が

あり提案する。 
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議案第１０７号 

 

うるま市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例   

 

うるま市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年うるま市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条第２項中「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０

条の６６第１号ロ（２）に規定する地域包括支援センター運営協議会」を「指定居

宅サービス事業者等（法第２２条第３項に規定する指定居宅サービス事業者等をい

う。）又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第１号被

保険者若しくは第２号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応

ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する

者等のうち、地域の実情を勘案して市が適当と認める者により構成されるもの」に

改める。 

 

第４条第１項中「員数」の次に「（地域包括支援センター運営協議会が第１号被

保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認める

ときは、常勤換算方法（当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地

域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、

当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をい

う。）によることができる。次項において同じ。）」を加え、同項第３号中「介護

保険法施行規則」の次に「（平成１１年厚生省令第３６号）」を加え、同条中第３

項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項と

し、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援セ

ンターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが

担当する地域を一の地域として、当該地域内の第１号被保険者の数について、お

おむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに前項各号に掲げる常勤の職員の

員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該地域内の一

の地域包括支援センターがそれぞれ前項の基準を満たすものとする。この場合に

おいて、当該地域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の

基準は、前項各号に掲げる者のうちから２人とする。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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  令和６年１２月２日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改

正する省令の施行に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 

 



－1－ 

 

議案第１０８号 

 

   うるま市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

 うるま市附属機関設置条例（平成１７年うるま市条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

  

 別表中 

「 

うるま市こどもの貧

困対策推進計画策定

委員会 

こどもの貧困対策推進計画及び貧困対策施策に

関し、必要な事項について調査審議すること。 

」を

「 

うるま市こどもの貧

困の解消に向けた対

策推進委員会 

うるま市こどもの貧困対策推進計画の推進その

他こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、必要

な事項について調査審議すること。 

」に

改める。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７

年うるま市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

  別表中 

 「 

うるま市こどもの貧困対策推進計

画策定委員会委員 

」を 

 「 

うるま市こどもの貧困の解消に向

けた対策推進委員会委員 

」に改める。 



－2－ 

 

 

  令和６年１２月２日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、当該条例

を改正する必要があり提案する。 

 



議案第１０９号 

 

   うるま市立体育施設条例の一部を改正する条例 

 

うるま市立体育施設条例（平成２１年うるま市条例第２２号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第２１条第１項及び第２項中「別表第１２」を「別表第１１」に改める。 

別表第１うるま市具志川総合グラウンドの項を削る。 

別表第２うるま市具志川総合グラウンドの項を削る。 

別表第４を削り、別表第５を別表第４とし、別表第６から別表第１２までを１表ずつ

繰り上げる。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。 

 

  令和６年１２月２日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 うるま市具志川総合グラウンドを廃止するため、当該条例を改正する必要があり提案

する。 
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議案第１１０号 

    

うるま市建築確認申請等手数料条例の一部を改正する条例 

 

第１条 うるま市建築確認申請等手数料条例（平成１９年うるま市条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

  

  第６条第２号中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に改め、同条第３号

中「第１８条第１９項」を「第１８条第２８項」に改める。 

 

  第８条中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に、「第１８条第２０項」

を「第１８条第２９項」に改める。 

 

  第９条中「第１８条第１９項」を「第１８条第２８項」に改める。 

 

 別表第４中 

「 

１ 法第７条の６第１項第１号及び

第２号（法第８７条の４又は法第

８８条第１項若しくは第２項にお

いて準用する場合を含む。）又は

法第１８条第２４項第１号及び第

２号（法第８７条の４又は法第８

８条第１項若しくは第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定

による仮使用の認定の申請に対す

る審査 

検査済証の交付を受

ける前における建築

物等の仮使用認定申

請手数料 

１２０，０００

円 

」を 
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「 

１ 法第７条の６第１項第１号及び

第２号（法第８７条の４又は法第

８８条第１項若しくは第２項にお

いて準用する場合を含む。）又は

法第１８条第３８項第１号及び第

２号（法第８７条の４又は法第８

８条第１項若しくは第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定

による仮使用の認定の申請に対す

る審査 

検査済証の交付を

受ける前における

建築物等の仮使用

認定申請手数料 

１２０，０００

円 

 」に、   

「 

５７ 法第８７条の３第７項の規定

による特別興行場等への一時的な

用途変更の許可の申請に対する審

査 

特別興行場等への

一時的な用途変更

許可申請手数料 

１６０，０００

円 

」を 

 「 

５７ 法第８７条の３第７項の規定

による特別興行場等への一時的な

用途変更の許可の申請に対する審

査 

特別興行場等への

一時的な用途変更

許可申請手数料 

１６０，０００

円 

５８ 建築基準法施行令（昭和２５

年政令第３３８号）第１３７条の

１２第６項の規定による既存建築

物の用途の変更を伴わない大規模

の修繕又は大規模の模様替に関す

る制限の適用除外に係る認定の申

既存建築物の用途

の変更を伴わない

大規模の修繕又は

大規模の模様替に

関する制限の適用

除外に係る認定申

２７，０００円 
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請に対する審査 請手数料 

５９ 建築基準法施行令第１３７条

の１２第７項の規定による既存建

築物の形態の変更を伴わない大規

模の修繕又は大規模の模様替に関

する制限の適用除外に係る認定の

申請に対する審査 

既存建築物の形態

の変更を伴わない

大規模の修繕又は

大規模の模様替に

関する制限の適用

除外に係る認定申

請手数料 

２７，０００円 

」に 

 改める。 

 

 

第２条 うるま市建築確認申請等手数料条例の一部を次のように改正する。 

 

  第１条の次に次の１条を加える。 

 （用語の定義） 

第１条の２ この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

  （１） 共同住宅等 居住の用に供する建築物のうち、住宅部分の単位住戸の数

が２以上のものをいう。 

  （２） 戸建住宅 居住の用に供する建築物のうち、共同住宅等以外のものをい

う。 

  （３） 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１

１年法律第８１号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。 

  （４） 評価機関等 登録住宅性能評価機関（住宅以外の用途に供する部分につ

いては、法第７７条の２１第１項に規定する指定確認検査機関を兼ねるものに

限る。）又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年

法律第５３号）第１４条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定

機関をいう。 
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  （５） 事前審査 認定の申請につき、その認定の基準に適合していることにつ

いて、あらかじめ受ける審査をいう。 

  （６） 計算基準 別表第７及び別表第８の２の表においては、建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省、国土交通省令第１

号。以下この条において「基準省令」という。）第１０条第２号イ（１）及び

ロ（１）に定める基準をいい、別表第８の１の表においては、基準省令第１条

第１項第２号イ（１）及びロ（１）に定める基準をいう。 

  （７） 仕様基準 別表第７及び別表第８の２の表においては、基準省令第１０

条第２号イ（２）及びロ（２）に定める基準をいい、別表第８の１の表におい

ては、基準省令第１条第１項第２号イ（２）及びロ（２）に定める基準をい

う。 

  （８） 併用基準 別表第７及び別表第８の２の表においては、基準省令第１０条

第２号イ（１）及びロ（２）に定める基準又は同号イ（２）及びロ（１）に定め

る基準をいい、別表第８の１の表においては、基準省令第１条第１項第２号イ（１）

及びロ（２）に定める基準又は同号イ（２）及びロ（１）に定める基準をいう。 

  （９） 標準入力法 別表第７及び別表第８の２の表においては、基準省令第１

０条第１号イ（１）及びロ（１）に定める基準をいい、別表第８の１の表にお

いては、基準省令第１条第１項第１号イに定める基準をいう。 

（１０） モデル建物法 別表第７及び別表第８の２の表においては、基準省令

第１０条第１号イ（２）及びロ（２）に定める基準をいい、別表第８の１の表

においては、基準省令第１条第１項第１号ロに定める基準をいう。 

 

  第３条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第１１条第１項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為であって、建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５

号）第２条第１項第１号に定める建築行為に該当する場合においては、確認申請手

数料の額は、第１項の確認申請手数料の額に、別表第１の４の表に定める区分に応

じ、同表に定める額を加えた額とする。 
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  第４条に次の１項を加える。 

 ３ 第１項の規定にかかわらず、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第１１条第１項の規定による特定建築行為に係る建築物に該当する場合において

は、完了検査申請手数料の額は、第１項の完了検査申請手数料の額に、別表第２の

４の表に定める床面積の合計の区分に応じ、同表に定める額を加えた額とする。 

 

第７条中「「法第１８条第２項の規定による計画の通知」と、「確認申請手数料」

とあるのは「計画通知手数料」と」の次に「、同条第３項中「第１項の規定」とある

のは「第７条において読み替えて準用される第３条第１項の規定」と、「第１１条第

１項」とあるのは「第１２条第２項」と、「、確認申請手数料」とあるのは「、計画

通知手数料」と、「第１項の確認申請手数料の額」とあるのは「第７条において読み

替えて準用される第３条第１項の計画通知手数料の額」と、別表第１中「確認申請手

数料」とあるのは「計画通知手数料」と」を加える。 

 

第８条中「「法第１８条第２０項の規定による完了の通知」と、「完了検査申請手

数料」とあるのは「完了検査通知手数料」と」の次に「、同条第３項中「第１項の規

定にかかわらず」とあるのは「第８条において読み替えて準用される第４条第１項の

規定にかかわらず」と、「第１１条第１項」とあるのは「第１２条第２項」と、「完

了検査申請手数料」とあるのは「完了検査通知手数料」と」を加える。 

 

第１２条第１項中「別表第１の１の表」の次に「及び４の表」を加え、同条第４項

中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に、「１の表から３の表ま

で」を「１の表及び２の表」に改める。 

 

  別表第１から別表第３までを次のように改める。 

 別表第１（第３条、第７条関係） 

  １ 建築物の確認申請手数料 
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 床面積の合計 手数料の額 

３０平方メートル以内のもの １件につき１０，０００円 

３０平方メートルを超え、１００平方メートル以

内のもの 

１件につき１９，０００円 

１００平方メートルを超え、２００平方メートル

以内のもの 

１件につき３０，０００円 

２００平方メートルを超え、５００平方メートル

以内のもの 

１件につき４２，０００円 

５００平方メートルを超え、１，０００平方メー

トル以内のもの 

１件につき７２，０００円 

１，０００平方メートルを超え、２，０００平方

メートル以内のもの 

１件につき１０６，０００円 

２，０００平方メートルを超え、１０，０００平

方メートル以内のもの 

１件につき３１０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え、５０，０００

平方メートル以内のもの 

１件につき４６６，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの １件につき７９６，０００円 

備考 床面積の合計及び手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める床面積について算定する。 

（１） 建築物を建築する場合（次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。） 

当該建築に係る部分の床面積 

（２） 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合（移転す 

る場合を除く。） 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積 

の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積） 

（３） 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は 

その用途を変更する場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該移転、修繕、 

模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の２分の１ 

（４） 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の

修繕若しくは大規模の模様替をし、又は用途を変更する場合 当該計画の変更
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に係る部分の床面積の２分の１ 

 

  ２ 建築設備の確認申請手数料 

区分 手数料の額 

１ 設置する場合（２から４までに掲げる

場合を除く。） 

１の建築設備につき１６，０００円 

２ 小荷物専用昇降機を設置する場合（４

に掲げる場合を除く。） 

１基につき９，０００円 

３ 確認を受けた計画の変更をして設置す

る場合（４に掲げる場合を除く。） 

１の建築設備につき１０，０００円 

４ 確認を受けた計画の変更をして小荷物

専用昇降機を設置する場合 

１基につき６，０００円 

 

  ３ 工作物の確認申請手数料 

区分 手数料の額 

１ 築造する場合（２に掲げる場合を除

く。） 

１の工作物につき１６，０００円 

２ 確認を受けた計画の変更をして築造す

る場合 

１の工作物につき９，０００円 

 

４ 建築物エネルギー消費性能基準を審査する場合の建築物の確認申請手数料の

加算額 

手数料の区分 手数料の額 

戸建住宅 床面積の合計が２００平方

メートル未満のもの 

１件につき１１，０００円 

床面積の合計が２００平方

メートル以上のもの 

１件につき１３，０００円 

共同住宅等 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき２１，０００円 
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床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

１件につき３４，０００円 

床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの 

１件につき４２，０００円 

床面積の合計が５，０００

平方メートル以上のもの 

１件につき７０，０００円 

  備考 この表の区分のいずれかに該当するものとして確認を受けた建築物の計画

を変更して建築物を計画する場合の確認申請手数料の加算額は、この表の区分に

応じて定める額に２分の１を乗じた額とする。 

 

別表第２（第４条、第８条関係） 

１ 建築物の完了検査申請手数料 

床面積の合計 手数料の額 

中間検査を受けていな

いもの 

中間検査を受けている

もの 

３０平方メートル以内のもの １件につき２１，００

０円 

１件につき１９，００

０円 

３０平方メートルを超え、１０

０平方メートル以内のもの 

１件につき２５，００

０円 

１件につき２４，００

０円 

１００平方メートルを超え、２

００平方メートル以内のもの 

１件につき３４，００

０円 

１件につき３３，００

０円 

２００平方メートルを超え、５

００平方メートル以内のもの 

１件につき４８，００

０円 

１件につき４５，００

０円 

５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内の

もの 

１件につき７９，００

０円 

１件につき７８，００

０円 

１，０００平方メートルを超 １件につき１１１，０ １件につき１０３，０
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え、２，０００平方メートル以

内のもの 

００円 ００円 

２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メートル

以内のもの 

１件につき２６７，０

００円 

１件につき２４１，０

００円 

１０，０００平方メートルを超

え、５０，０００平方メートル

以内のもの 

１件につき３９０，０

００円 

１件につき３７８，０

００円 

５０，０００平方メートルを超

えるもの 

１件につき６８２，０

００円 

１件につき６６７，０

００円 

 備考 

 １ 中間検査とは、法第７条の３第１項の規定による検査をいう。 

２ 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

床面積について算定する。 

（１） 建築物を建築した場合（移転した場合を除く。） 当該建築に係る部 

分の床面積 

（２） 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし 

場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の２分の１ 

 

  ２ 建築設備の完了検査申請手数料 

区分 手数料の額 

中間検査を受けていな

いもの 

中間検査を受けている

もの 

１ 設置した場合（２に掲げる

場合を除く。） 

１の建築設備につき２

４，０００円 

１の建築設備につき２

１，０００円 

２ 小荷物専用昇降機を設置し

た場合 

１基につき１５，００

０円 

１基につき１５，００

０円 

  備考 中間検査とは、法第８７条の４又は法第８８条第１項において準用する法

第７条の３第１項の規定による検査をいう。 
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３ 工作物の完了検査申請手数料 

区分 手数料の額 

築造した場合 １の工作物につき１８，０００円 

 

４ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合の建築物の完了検査申請

手数料の加算額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満のもの １件につき７，０００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満

のもの 

１件につき８，０００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル

未満のもの 

１件につき１１，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル

未満のもの 

１件につき１４，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満のもの 

１件につき１７，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満のもの 

１件につき１９，０００円 

２５，０００平方メートル以上のもの １件につき２１，０００円 

 

 別表第３（第５条、第９条関係） 

１ 建築物の中間検査申請手数料 

床面積の合計 手数料の額 

３０平方メートル以内のもの １件につき１９，０００円 

３０平方メートルを超え、１００平方メートル以内

のもの 

１件につき２４，０００円 

１００平方メートルを超え、２００平方メートル以

内のもの 

１件につき３３，０００円 
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２００平方メートルを超え、５００平方メートル以

内のもの 

１件につき４２，０００円 

５００平方メートルを超え、１，０００平方メート

ル以内のもの 

１件につき７３，０００円 

１，０００平方メートルを超え、２，０００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき９９，０００円 

２，０００平方メートルを超え、１０，０００平方

メートル以内のもの 

１件につき２２０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え、５０，０００平

方メートル以内のもの 

１件につき３３３，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの １件につき６１０，０００円 

 

  ２ 建築設備の中間検査申請手数料 

区分 手数料の額 

１ 設置する場合（２に掲げる場合を除

く。） 

１の建築設備につき２４，０００円 

２ 小荷物専用昇降機を設置する場合 １基につき１８，０００円 

 

  ３ 工作物の中間検査申請手数料 

区分 手数料の額 

築造する場合 １の工作物につき１９，０００円 

  

  別表第６の１の表中 

 「 

認定申請（事前審査なし） 

長期優良住宅の普及の促

進に関する法律第５条第１

項から第５項までの規定に

一戸建て住宅 

床面積の合計が５００平方メートル以下の共同

住宅等 
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基づく長期優良住宅建築等

計画の認定申請（同法第６

条第１項各号に掲げる基準

に適合していることにつ

き、あらかじめ、住宅の品

質確保の促進等に関する法

律（平成１１年法律第８１

号）第５条第１項に規定す

る登録住宅性能評価機関

（以下「登録住宅性能評価

機関」という。）による審

査を受けたものを除く。） 

床面積の合計が５００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が１，０００平方メートルを超え

３，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が３，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が１０，０００平方メートルを超

え２０，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が２０，０００平方メートルを超

え３０，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が３０，０００平方メートルを超

える共同住宅等 

認定申請（事前審査あり） 

長期優良住宅の普及の促

進に関する法律第５条第１

項から第５項までの規定に

基づく長期優良住宅建築等

計画の認定申請（同法第６

条第１項各号に掲げる基準

に適合していることにつ

き、あらかじめ登録住宅性

能評価機関による審査を受

けたものに限る。） 

一戸建て住宅 

床面積の合計が５００平方メートル以下の共同

住宅等 

床面積の合計が５００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が１，０００平方メートルを超え

３，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が３，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が１０，０００平方メートルを超

え２０，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が２０，０００平方メートルを超
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え３０，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が３０，０００平方メートルを超

える共同住宅等 

」を 

 「 

長期優良住宅の普及の促

進に関する法律第５条第１

項から第５項までの規定に

基づく長期優良住宅建築等

計画の認定申請（登録住宅

性能評価機関による事前審

査なし） 

一戸建て住宅 

床面積の合計が５００平方メートル以下の共同

住宅等 

床面積の合計が５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が１，０００平方メートルを超

え、３，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が３，０００平方メートルを超

え、５，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が５，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メートル以下の共同住宅

等 

床面積の合計が１０，０００平方メートルを超

え、２０，０００平方メートル以下の共同住宅

等 

床面積の合計が２０，０００平方メートルを超

え、３０，０００平方メートル以下の共同住宅

等 

床面積の合計が３０，０００平方メートルを超

える共同住宅等 

長期優良住宅の普及の促

進に関する法律第５条第１

項から第５項までの規定に

一戸建て住宅 

床面積の合計が５００平方メートル以下の共同
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基づく長期優良住宅建築等

計画の認定申請（登録住宅

性能評価機関による事前審

査あり） 

住宅等 

床面積の合計が５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が１，０００平方メートルを超

え、３，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が３，０００平方メートルを超

え、５，０００平方メートル以下の共同住宅等 

床面積の合計が５，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メートル以下の共同住宅

等 

床面積の合計が１０，０００平方メートルを超

え、２０，０００平方メートル以下の共同住宅

等 

床面積の合計が２０，０００平方メートルを超

え、３０，０００平方メートル以下の共同住宅

等 

床面積の合計が３０，０００平方メートルを超

える共同住宅等 

」に 

 改め、同表備考中「第６条第２項」の次に「（同条第４項において準用する場合を含

む。）」を、「別表第１の１の表」の次に「及び４の表」を加える。 

 

別表第６の２の表中 

 「 

計画変更（事前審査な

し） 

長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第

一戸建て住宅の新築 ３４，０００

円 

一戸建て住宅の増築又は改築若し

くは既存住宅 

４９，５００

円 
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８条第１項の規定に基

づく長期優良住宅建築

等計画又は長期優良住

宅維持保全計画の変更

の認定申請（同法第６

条第１項各号に掲げる

基準に適合しているこ

とにつき、あらかじめ

登録住宅性能評価機関

による審査を受けたも

のを除く。） 

共同住宅等 

当該長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維

持保全計画の変更に係る部分の床面積の２分の１

（床面積の増加する部分にあっては、当該増加す

る部分の床面積）に応じ、別表第６の１の表に掲

げる額 

計画変更（事前審査あ

り） 

長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第

８条第１項の規定に基

づく長期優良住宅建築

等計画又は長期優良住

宅維持保全計画の変更

の認定申請（同法第６

条第１項各号に掲げる

基準に適合しているこ

とにつき、あらかじめ

登録住宅性能評価機関

による審査を受けたも

のに限る。） 

一戸建て住宅の新築 ７，５００円 

一戸建て住宅の増築又は改築若し

くは既存住宅 

１０，５００

円 

共同住宅等 

当該長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維

持保全計画の変更に係る部分の床面積に２分の１

を乗じた面積（床面積が増加する部分にあっては

増加面積を加えた面積）に応じ、別表第６の１の

表に掲げる額 

」を 

 「 

長期優良住宅の普及 一戸建て住宅の新築 ３４，０００



16 

 

の促進に関する法律第

８条第１項の規定に基

づく長期優良住宅建築

等計画又は長期優良住

宅維持保全計画の変更

の認定申請（登録住宅

性能評価機関による事

前審査なし） 

円 

一戸建て住宅の増築又は改築若し

くは既存住宅 

４９，５００

円 

共同住宅等 

当該長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維

持保全計画の変更に係る部分の床面積の２分の１

（床面積の増加する部分にあっては、当該増加す

る部分の床面積）に応じ、別表第６の１の表に掲

げる額 

長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第

８条第１項の規定に基

づく長期優良住宅建築

等計画又は長期優良住

宅維持保全計画の変更

の認定申請（登録住宅

性能評価機関による事

前審査あり） 

一戸建て住宅の新築 ７，５００円 

一戸建て住宅の増築又は改築若し

くは既存住宅 

１０，５００

円 

共同住宅等 

当該長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維

持保全計画の変更に係る部分の床面積に２分の１

を乗じた面積（床面積が増加する部分にあっては

増加面積を加えた面積）に応じ、別表第６の１の

表に掲げる額 

」に 

改め、同表備考中「第６条第２項」の次に「（同条第４項において準用する場合を含

む。）」を、「別表第１の１の表」の次に「及び４の表」を加える。 

 

別表第７及び別表第８を次のように改める。 

 別表第７（第１２条関係） 

低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料 

 手数料の区分 手数料の額 
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都市の低炭素

化の促進に関す

る法律第５３条

第１項の規定に

基づく低炭素建

築物新築等計画

の認定申請（評

価機関等による

事前審査なし） 

認定申請に係る建築物ごとに、次に掲げる基準及び当該建築物の

各部分に応じ、それぞれの区分に定める額を合算した額 

戸建住宅（計算

基準） 

床面積の合計が２００平方メ

ートル未満 

３４，０００円 

床面積の合計が２００平方メ

ートル以上 

３８，０００円 

戸建住宅（仕様

基準） 
床面積の合計が２００平方メ

ートル未満 

１８，０００円 

床面積の合計が２００平方メ

ートル以上 

１９，０００円 

戸建住宅（併用

基準） 
床面積の合計が２００平方メ

ートル未満 

２６，０００円 

床面積の合計が２００平方メ

ートル以上 

２８，０００円 

共同住宅等（計

算基準） 

床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

６６，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メ

ートル未満 

１１０，０００円 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

１８６，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上 

２６５，０００円 

共同住宅等（仕

様基準） 

床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

３３，０００円 

床面積の合計が３００平方メ ５５，０００円 
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ートル以上２，０００平方メ

ートル未満 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

９８，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上 

１４８，０００円 

共同住宅等（併

用基準） 

床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

４９，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メ

ートル未満 

８２，０００円 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

１４２，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上 

２０６，０００円 

非住宅部分（標

準入力法） 

床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

２１５，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上１，０００平方メ

ートル未満 

２６９，０００円 

床面積の合計が１，０００平

方メートル以上２，０００平

方メートル未満 

３４７，０００円 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

４９４，０００円 

床面積の合計が５，０００平 ６０８，０００円 
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方メートル以上１０，０００

平方メートル未満 

床面積の合計が１０，０００

平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満 

７１９，０００円 

床面積の合計が２５，０００

平方メートル以上 

８２０，０００円 

非住宅部分（モ

デル建物法） 

床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

８３，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上１，０００平方メ

ートル未満 

１０６，０００円 

床面積の合計が１，０００平

方メートル以上２，０００平

方メートル未満 

１３９，０００円 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

２２３，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上１０，０００

平方メートル未満 

２９１，０００円 

床面積の合計が１０，０００

平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満 

３４９，０００円 

床面積の合計が２５，０００

平方メートル以上 

４１０，０００円 

都市の低炭素

化の促進に関す

る法律第５３条

認定申請に係る建築物ごとに、次に掲げる当該建築物の各部分に

応じ、それぞれの区分に定める額を合算した額 

戸建住宅 床面積の合計が２００平方メ ６，０００円 
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第１項の規定に

基づく低炭素建

築物新築等計画

の認定申請（評

価機関等による

事前審査あり） 

ートル未満 

床面積の合計が２００平方メ

ートル以上 

６，０００円 

共同住宅等 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

１１，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メ

ートル未満 

２１，０００円 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

４４，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上 

７７，０００円 

非住宅部分 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

１１，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上１，０００平方メ

ートル未満 

１７，０００円 

床面積の合計が１，０００平

方メートル以上２，０００平

方メートル未満 

２７，０００円 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

７７，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上１０，０００

平方メートル未満 

１２１，０００円 

床面積の合計が１０，０００

平方メートル以上２５，００

１５２，０００円 
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０平方メートル未満 

床面積の合計が２５，０００

平方メートル以上 

１９０，０００円 

計画変更 

都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５５条第１項の規定に

基づく低炭素建築物新築等計画

の変更の認定申請 

変更の認定申請に係る建築物ごとに、都市の低炭

素化の促進に関する法律第５４条第１項各号に掲

げる基準及び当該建築物の各部分に応じ、それぞ

れの区分に定める額を合算した額に２分の１を乗

じた額 

備考 この表に掲げる申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条

第２項の規定に基づく申出がある場合にあっては、申出に係る建築物の床面積

の区分に応じ、別表第１の１の表及び４の表に掲げる額（当該申請に係る低炭

素建築物新築等計画に法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が含まれる

場合にあっては別表第１の２の表に掲げる額を加えた額）を、当該申請に係る

手数料に加えた額とする。 

 

別表第８（第１２条関係） 

１ 建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料 

手数料の区分 手数料の額 

建築物の

エネルギー

消費性能の

向上等に関

する法律第

１１条第１

項又は第１

２条第２項

の規定に基

建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物ごとに、次に掲

げる基準及び当該建築物の各部分に応じ、それぞれの区分に定める

額を合算した額 

戸建住宅（計算基

準） 

床面積の合計が２００平方

メートル未満 

３４，０００円 

床面積の合計が２００平方

メートル以上 

３８，０００円 

戸建住宅（仕様基

準） 

床面積の合計が２００平方

メートル未満 

１８，０００円 
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づく建築物

エネルギー

消費性能適

合性判定 

床面積の合計が２００平方

メートル以上 

１９，０００円 

戸建住宅（併用基

準） 

床面積の合計が２００平方

メートル未満 

２６，０００円 

床面積の合計が２００平方

メートル以上 

２８，０００円 

共同住宅等（計算基

準） 

床面積の合計が３００平方

メートル未満 

６６，０００円 

床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平

方メートル未満 

１１０，０００円 

床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，００

０平方メートル未満 

１８６，０００円 

床面積の合計が５，０００

平方メートル以上 

２６５，０００円 

共同住宅等（仕様基

準） 

床面積の合計が３００平方

メートル未満 

３３，０００円 

床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平

方メートル未満 

５５，０００円 

床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，００

０平方メートル未満 

９８，０００円 

床面積の合計が５，０００

平方メートル以上 

１４８，０００円 

共同住宅等（併用基

準） 

床面積の合計が３００平方

メートル未満 

４９，０００円 
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床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平

方メートル未満 

８２，０００円 

床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，００

０平方メートル未満 

１４２，０００円 

床面積の合計が５，０００

平方メートル以上 

２０６，０００円 

非住宅部分（標準入

力法） 

床面積の合計が３００平方

メートル未満 

２１５，０００円 

床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平

方メートル未満 

２６９，０００円 

床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，００

０平方メートル未満 

３４７，０００円 

床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，００

０平方メートル未満 

４９４，０００円 

床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満 

６０８，０００円 

床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満 

７１９，０００円 

床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上 

８２０，０００円 

非住宅部分（モデル

建物法） 

床面積の合計が３００平方

メートル未満 

８３，０００円 
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床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平

方メートル未満 

１０６，０００円 

床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，００

０平方メートル未満 

１３９，０００円 

床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，００

０平方メートル未満 

２２３，０００円 

床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満 

２９１，０００円 

床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満 

３４９，０００円 

床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上 

４１０，０００円 

他の建築物（建築物

のエネルギー消費性

能の向上等に関する

法律第３０条第１項

の認定を受けた同法

第２９条第３項に規

定する他の建築物に

限る。）の適合性判

定 

床面積の合計が３００平方

メートル未満 

１１，０００円 

床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平

方メートル未満 

１７，０００円 

床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，００

０平方メートル未満 

２７，０００円 

床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，００

０平方メートル未満 

７７，０００円 
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床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満 

１２１，０００円 

床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満 

１５２，０００円 

床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上 

１９０，０００円 

変更後の適合性判定 

建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第１１条第２

項又は第１２条第３項の規定に基

づく変更後の建築物エネルギー消

費性能適合性判定 

変更後の建築物エネルギー消費性能適合性判定

に係る建築物ごとに、建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律第１１条第１項又は

第１２条第２項の規定に基づく建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定の基準及び当該建築物の

各部分に応じ、それぞれの区分に定める額を合

算した額に２分の１を乗じた額 

軽微な変更 

建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律施行規則（平

成２８年国土交通省令第５号）第

１３条の規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能確保計画の軽微な

変更に該当することを証する書面

の交付 

建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建

築物ごとに、建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律第１１条第１項又は第１２条

第２項の規定に基づく建築物エネルギー消費性

能適合性判定の基準及び当該建築物の各部分に

応じ、それぞれの区分に定める額を合算した額

に２分の１を乗じた額 

備考 この表における床面積の合計には、一次エネルギー消費量（省令第１条第

１項第１号イに規定する一次エネルギー消費量をいう。）の算定対象としない

建築物の部分の床面積は含めないものとする。 

 

  ２ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 

手数料の区分 手数料の額 
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建築物の

エネルギー

消費性能の

向上等に関

する法律第

２９条第１

項の規定に

基づく建築

物エネルギ

ー消費性能

向上計画の

認定申請

（評価機関

等による事

前審査な

し） 

認定申請に係る建築物ごとに、次に掲げる基準及び当該建築物の各

部分に応じ、それぞれの区分に定める額を合算した額 

戸建住宅（計算基

準） 

床面積が２００平方メートル

未満 

３４，０００円 

床面積が２００平方メートル

以上 

３８，０００円 

戸建住宅（仕様基

準） 

床面積が２００平方メートル

未満 

１８，０００円 

床面積が２００平方メートル

以上 

１９，０００円 

戸建住宅（併用基

準） 

床面積の合計が２００平方メ

ートル未満 

２６，０００円 

床面積の合計が２００平方メ

ートル以上 

２８，０００円 

共同住宅等（計算

基準） 

床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

６６，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メ

ートル未満 

１１０，０００円 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

１８６，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上 

２６５，０００円 

共同住宅等（仕様

基準） 

床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

３３，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メ

ートル未満 

５５，０００円 



27 

 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

９８，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上 

１４８，０００円 

共同住宅等（併用

基準） 

床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

４９，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メ

ートル未満 

８２，０００円 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

１４２，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上 

２０６，０００円 

非住宅部分（標準

入力法） 

床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

２１５，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上１，０００平方メ

ートル未満 

２６９，０００円 

床面積の合計が１，０００平

方メートル以上２，０００平

方メートル未満 

３４７，０００円 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

４９４，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上１０，０００

平方メートル未満 

６０８，０００円 
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床面積の合計が１０，０００

平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満 

７１９，０００円 

床面積の合計が２５，０００

平方メートル以上 

８２０，０００円 

非住宅部分（モデ

ル建物法） 

床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

８３，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上１，０００平方メ

ートル未満 

１０６，０００円 

床面積の合計が１，０００平

方メートル以上２，０００平

方メートル未満 

１３９，０００円 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

２２３，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上１０，０００

平方メートル未満 

２９１，０００円 

床面積の合計が１０，０００

平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満 

３４９，０００円 

床面積の合計が２５，０００

平方メートル以上 

４１０，０００円 

建築物の

エネルギー

消費性能の

向上等に関

する法律第

認定申請に係る建築物ごとに、次に掲げる当該建築物の各部分に応

じ、それぞれの区分に定める額を合算した額 

戸建住宅 床面積が２００平方メートル

未満 

６，０００円 

床面積が２００平方メートル ６，０００円 
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２９条第１

項の規定に

基づく建築

物エネルギ

ー消費性能

向上計画の

認定申請

（評価機関

等による事

前審査あ

り） 

以上 

共同住宅等 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

１１，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メ

ートル未満 

２１，０００円 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

４４，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上 

７７，０００円 

非住宅部分 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満 

１１，０００円 

床面積の合計が３００平方メ

ートル以上１，０００平方メ

ートル未満 

１７，０００円 

床面積の合計が１，０００平

方メートル以上２，０００平

方メートル未満 

２７，０００円 

床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平

方メートル未満 

７７，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートル以上１０，０００

平方メートル未満 

１２１，０００円 

床面積の合計が１０，０００

平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満 

１５２，０００円 

床面積の合計が２５，０００ １９０，０００円 
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平方メートル以上 

計画変更 

建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３１条

第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の変

更の認定申請 

変更の認定申請に係る建築物ごとに、建築物エネ

ルギー消費性能の向上等に関する法律第３０条１

項各号に掲げる基準及び当該建築物の各部分に応

じ、それぞれの区分に定める額を合算した額に２

分の１を乗じた額 

備考 この表に掲げる申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律第３０条第２項の規定に基づく申出がある場合にあっては、申出に係る

建築物の床面積の区分に応じ、別表第１の１の表及び４の表に掲げる額（当該

申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に法第８７条の４に規定する昇

降機に係る部分が含まれる場合にあっては別表第１の２の表に掲げる額を加え

た額）を、当該申請に係る手数料に加えた額とする。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第１条及び次項の規定は公布の日から、第２条、附則第３項及び第４

項の規定は令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条による改正後のうるま市建築確認申請等手数料条例の規定は、同条の施行

の日以後に通知等を受理したものから適用し、同日前に通知等を受理したものにつ

いては、なお従前の例による。 

３ 第２条による改正後のうるま市建築確認申請等手数料条例の規定は、同条の施行

の日以後に申請等を受理したものから適用し、同日前に申請等を受理したものにつ

いては、なお従前の例による。 

４ 前項の規定にかかわらず、第２条による改正後のうるま市建築確認申請等手数料

条例第３条及び別表第１の４の表の規定は、第２条の施行の日以後に法第６条第４

項又は法第１８条第第３項の規定に基づく確認済証（以下この項において「確認済

証」という。）を交付したものから適用し、同日前に確認済証を交付したものについ
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ては、なお従前の例による。 

 

 

  令和６年１２月２日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 建築基準法等の改正等に伴い、申請手数料等の見直しをするため、当該条例を改正す

る必要があり提案する。 

  













議案第１１３号 
 
 
   指定管理者の指定について（うるま市勝連城跡文化観光拠点施設） 
 
 
 指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求める。 
 
 
１ 施設の名称  うるま市勝連城跡文化観光拠点施設 
 
２ 指定する団体  株式会社勝連城跡ＰＦＩ特別目的会社 
          沖縄県うるま市勝連南風原３８０７番地２ 
 
３ 指定の期間  令和７年４月１日から令和２５年３月３１日まで 
 
 
  令和６年１２月２日提出 
 
 

                     うるま市長 中村 正人  
 
 
提案理由 
 指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議

会の議決を得る必要があり提案する。 


